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大町町教育委員会


大町町学習用パソコン等貸与決定取消通知書


  　　　　年　　月　　日付け大教委第      号で決定した学習用パソコン等の貸与を大町町学習用パソコン等貸与規程第１７条の規定により、次のとおり取り消したので通知します。

	利用の決定を取り消した 
児童生徒の氏名 
	氏    名 

	利用の決定を取り消した 
学習用パソコンの番号 
	
シール番号： 

	備考     
１ 貸与物品については、付属品も含めて全て返却してください。 
２ 学習用パソコン本体に保存した情報は全て削除して返却してください。 
３ 返却後、当該物品の損傷等が発覚した場合は、規程第１5 条の規定により利用者に修理費等を負担していただくことがありますのでご了承ください。 
４ その他、返却にあたっては大町町教育委員会又は大町ひじり学園の指示に従ってください。 





